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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
（１）憲法は、公権力による統治を法によっ
て枠づけ、合理化するという目的に仕えるも
のである。この際に、19 世紀以降の憲法学に
おいて、公権力の担い手として主に念頭に置
かれてきたのは、国家の存在であったように
思われる。主権的な存在としての国家がその
領域内における始原的な公権力を独占する
という建前を貫徹していくことが、近代法の
形成にとって不可欠の柱を成した。憲法がこ
の国家の法的な構成と制限に関する法であ
る限りで、学問としての憲法学はこの国家の
観念を自らの体系の基軸とせざるをえない。
今日でも憲法学の代表的な教科書が、イェリ
ネック流の国家三要素説による国家の定義
に見られるように、国家論をその冒頭に置い
ている点は、かような学問的伝統の端的な表
現であると言うことができる。 
 ここでは、君主政や民主政といった国家形
態をめぐる問いとは、この主権的な国家権力
を誰が行使するかをめぐる問いに他ならな
い。これは、法学的国家論の完成期のドイツ
実証主義国法学においては、「国家権力の担
い手」や「最高機関」の所在の問題として主
題化されてきた。かような観点からはデモク
ラシーとは、国民（＝有権者団）自身もしく
はその代表機関が、国家の諸機関の中で最高
機関としての地位を与えられた国家形態と
して観念されうることになる。 
 本研究は、かようなデモクラシー理解を、
一種の「古典的」理解として研究の出発点に
据える。20 世紀以降、デモクラシーに関わる
様々な現実上の諸問題が意識されるように
なる中で、かような「古典的」理解では上手
く対応することのできない事態が生じてい
る。現実の政治的発展が突き付ける問題を前
にして、これまで憲法学がかような古いデモ
クラシー理解をいかに変容させ、理論的な対
応を図ってきたのか。これが本研究にとって
の中心的な問いである。 
（２）第一に重要なのは、実際の民主的な意
思形成過程が、上述の古典学説が想定するよ
うな公式の国家組織の内部に限定されない
点である。世論や政党、利益団体など、国家
外の政治的な要因が極めて重要な役割を果
たすとすれば、現実の統治を理論的に把握し、
その合理化を図る上で、憲法学は従来と異な
る新たな理論的な道具立てを必要とするこ
とになる。研究代表者の従来の研究の重点の
一つはこの点に存し、これまで政党論を中心
に研究成果を公表してきた。 
第二として、比較的近年になって強く意識さ
れるに至っているのは、そもそも国家を基軸
にデモクラシーを考えることが果たして妥
当なのかどうか、という問題である。かつて、

近代化がとりもなおさず主権国家への権力
の集中を意味した時代と異なり、近時着目さ
れるのは、統治の多層化・分散化という現象
であるように思われる。国際化の進展により、
条約や他国との協調による問題解決が必要
な問題領域が増大する。欧州連合のような従
来の国家モデルと異なる超国家組織がその
政治的な重要性を増していく。国内では分
権・自治の拡充が重要な政治的課題とされる
ようになる。民営化の進展は、私人の担う公
的な機能を強く意識に上らせ、また例えば独
立行政法人のような行政の組織形態の多様
化は、ヒエラルキー的な統制を軸とした国家
組織像に反省を迫る。これらに通底するのは、
主権国家以外の、これから独立した多様なア
クターが統治を分担したり公権力の行使を
担うことによって、公法学が視野に入れるべ
き権力現象が多様化するという現象である
ように思われる。従来デモクラシーが、国民
に対する国家の統治を、国民自身による統制
と正統化に服させる意味を持ったとすれば、
統治の担い手が分散し多様化する中で、国家
への権力集中を当然の前提に据えたデモク
ラシー理解は、公権力の統制という課題を前
に限界を露呈せざるをえない。本研究が主に
念頭に置く現代的問題状況は、従来デモクラ
シーにとっての主要な舞台だった国家とい
う政治的単位の自己完結性の動揺である。 
（３）こうした問題は、ヨーロッパ、就中ド
イツでは、既に様々な形で新たな検討が進め
られ、業績が公にされている。第一に、ヨー
ロッパ法はこの点で重要な問題領域である。
EU レベルでの統治が重要性を増すほど、人々
から遠く離れた政治的決定がいかに正統化
されるのか、その民主的正統性の欠損を指摘
する声も高まる。単一のヨーロッパ国民が存
在せず、複数の諸国民から構成される EU に
おいて民主政はいかなる形で可能なのか、こ
こではデモクラシー理解のあり方が問われ
ていると見ることもできる。第二に、行政法
の領域でも、上記の行政組織の変容などとの
関係で行政の民主的正統化をめぐる議論が
蓄積されている。こうした状況の中、これら
憲法、ヨーロッパ法、行政法、国際法の問題
状況を広く視野に収めながら、民主政や権力
分立のような伝統的な基礎概念を再定義す
る重要な理論的試みも登場しており、極めて
注 目 さ れ る （ 最 も 代 表 的 な 例 と し て
Christoph Möllers, Gewaltengliederung, 
2005 が挙げられる）。 
 これに対して日本の研究状況は、筆者の目
から見て二つの点で克服すべき課題を抱え
ているように思われる。第一に、憲法、ヨー
ロッパ法、行政法といった各分野の独立性が
強く、このため法分野を横断して上述の問題
連関を広く視野に収めその意義を究明する
には至っていない。とりわけ憲法は近年学界
の研究関心が基本的人権の領域に傾斜する
反面、上述の面では研究水準が十分に上がっ
ていない憾みがある。第二に、各分野でそれ



ぞれ現代的な問題への取り組みが喫緊の課
題とされる裏面として、上述のような理論的
変動を長期的な歴史的文脈の上に位置づけ、
その意義を距離を置いて測定する作業は、な
お今後の研究に委ねられた部分が大きいよ
うに思われる。 
 
２．研究の目的 
 
 以上の問題意識を背景として、本研究はこ
の点で最も議論の進んでいるドイツにおけ
る議論を主たる対象に、①憲法、ヨーロッパ
法、行政法の領域における上述の現代的な理
論動向を広く分析しつつ、②これを 19 世紀
から今日における憲法学上のデモクラシー
観念の変遷過程の中に歴史的に定位するこ
とを試みる。これは、EU のような組織を欠い
ている点で問題状況を異にしつつも、同時に
少なからぬ点で類似した現代的課題に直面
している日本において、公権力の合理化と統
制という憲法学の課題を考えていく上で、不
可欠の基礎的作業をなすものと思われる。 
 かような研究は、研究代表者の研究史との
関係では、最初の研究主題である政党民主政
論を継承するものであると同時に、憲法学に
おける国家論の役割の変容とその意義に関
するこの数年の理論的・方法論的な研究
（2007～10年にこの主題で若手研究Bに採択
された）を、デモクラシー論という具体的な
主題との関係で発展させるものでもある。筆
者の従来の研究の現時点における集大成と
して考えている（なお現時点での見通しを示
すスケッチとして参照、林知更「政治過程に
おける自由と公共」阪口正二郎（編）『自由
への問い 3 公共性』岩波書店、2010 年）。 
 研究内容は大きく二つに分けられる。第一
に、ドイツの憲法・ヨーロッパ法・行政法に
おいて 1990 年代以降デモクラシーがどのよ
うに論じられてきたかを概観・分析する。ヨ
ーロッパ法について筆者は既に類似の主題
について学会報告を行っており、本研究では
検討対象を拡大して理解の深化を目指す。国
内法では、既にある程度筆者自身の研究の蓄
積がある 80 年代までの憲法学の議論につい
ての理解を基礎に、憲法と行政法の相互関係
に焦点を当てて検討を加える。 
 第二に、ドイツ憲法学におけるデモクラシ
ー観念の歴史的変遷のあり方を分析する。こ
れは時代別に①ビスマルク帝国期、②ワイマ
ール共和国期、③ドイツ連邦共和国期、に分
けられる。筆者自身の研究の手薄な①につき、
その前史との関係も重視しながら究明する
こと、かつて政党論との関係で研究したこと
のある②、③の時期についても①などとの関
係も視野に分析・検討を深め、本研究の問題
意識の下で理解を練り直すことがここでの
具体的課題である。 
 
３．研究の方法 
 

 本研究はドイツ憲法（＋ヨーロッパ法と行
政法）を対象とした学説史研究であり、この
ため関連文献の収集と読解・分析が主たる作
業となる。補充的に、同時期のフランス憲法
学の議論を参照することで、ドイツの議論の
特質を浮かび上がらせる。加えて、理解の偏
りを防ぐために、国内・国外の関連分野の研
究者との討議・研究会・インタビューなどを
行う。本研究の焦点は 1990 年代以降のドイ
ツの憲法・ヨーロッパ法・行政法におけるデ
モクラシー論の展開が持つ意味に当てられ
ているため、まず最初に集中的にこちらの主
題について問題状況の概観と分析を行う。基
礎的文献の収集に努めるとともに、ヨーロッ
パ統合と民主政、非ヒエラルキー的行政組織
と民主政という二つを主要テーマとして、ド
イツの研究状況の概観を試みる。次いで、か
ような近時の展開がいかなる歴史的意義を
持つかについて検討を行う。 
 
４．研究成果 
 
 本研究では、主として以下の四つの点を明
らかにすることができた。第一に、現在にお
ける民主政をめぐる問題状況の変化は、統治
権力の多層性・分散性という問題とも密接に
結びついており、この意味でとりわけこの多
層的秩序と民主政の関係について検討する
必要性が高い。こうした見地から本研究では、
EU（後掲・論文⑨）、連邦制（同⑦⑧）、地方
自治（同②）のそれぞれについて、学説史的
な観点も踏まえつつ分析と考察を行った。EU
統合をいかなる概念枠組みで捉えるかにつ
いて、ビスマルク帝国期の議論（連邦国家・
国家連合の二分論）やワイマール期の連邦論
がしばしば公法学において参照されるが、こ
れらが有する学説史上の文脈を、特にワイマ
ール期の新しい憲法学的潮流の持った意義
に焦点を当てて検討したのが⑦、⑧論文であ
る。こうした学説史的発展を前提としながら、
ここ 20 年ほどの EU をめぐる議論で、いかな
る新しいアプローチや端緒が登場している
のか、その意義は何なのかを検討しようとし
たのが⑨論文であり、かような検討から得ら
れた知見を地方自治の問題に応用するべく、
その最初の一歩として試論的な考察を試み
たのが②である。ここで得られた知見を一言
で言うなら、「民主的正統化の構造」という
分析視角から見ることで、EU・連邦制・地方
自治が相互に有する構造上の差異と共通性
を浮かび上がらせることができる、というも
のである。 
 第二に、これら現代的諸問題を民主政原理
との関係で議論できるようになった（とりわ
けドイツで議論の深化が見られる）背景には、
実定憲法の理解ないし解釈の問題として、民
主政原理から以前考えられていたよりも多
くの規範的内容を導こうとする、判例・学説
における解釈論の発展が存在している。換言
すれば、民主政原理が種々の個別具体的問題



に規範的な統制を及ぼすことができるよう
になったからこそ、統治の多層化・多元化を
めぐる現代的問題状況が憲法論のレベルに
映し出されるのだと考えられる。このような
民主政原理の発展がいかにして可能になり、
いかなる歴史的意義を有するかを考えるこ
とは、本研究課題にとって中心的な主題であ
ると言うことができる。論文①は、これに関
する3年間の研究の最終的なとりまとめとし
ての意味を有する論文である。議論をどのよ
うな角度から整理すべきか、いろいろな可能
性が思い浮かんだが、ここでは 80 年代以降
の発展を導いたベッケンフェルデの民主政
論を直接的な対象として、彼の考えがそれ以
前の長い理論的伝統とどういう関係に立ち、
また最近 10 年ほどにおける新たな展開とど
のような関係にあるかを分析することを通
して、民主政観念の変容に関する歴史的視野
からの考察を行っている。一言で言うならば、
かつて法治国家原理について生じたのと同
様な、法学的に操作可能な形への形式化とい
う作業が民主政原理について行われたのが、
その後の発展への決定的な一歩としての意
味を持つことになったのではないか、という
のが本研究の結論である。 
 第三に、かような民主政原理の発展と、同
じく民主政に関する他の憲法規範との関係
とを主題化した。かような民主政原理の発展
の原動力となったのが、ベッケンフェルデに
代表される一元的な民主政理論であったの
に対して、同じ民主政に関わる憲法規範でも、
例えば政党条項の解釈に際しては、50 年代末
以来、より多元主義的な民主政像の方が有力
である。換言すれば、個々の規範や問題の構
造に応じて、論点ごとに民主政の異なる側面
が解釈論を主導することになるのが、ここに
見られる特徴だと考えられる。憲法解釈の函
数としての憲法理論、という洞察が、民主政
の領域でも裏づけることができるように思
われる（以上、論文⑤）。 
 第四に、従って以上の発展が日本の憲法学
に対していかなる示唆を与えるかは、両義的
であるように思われる。ドイツを題材とした
分析が明らかにするのは、憲法がその規律範
囲を拡大し、民主政についても様々な側面か
ら規範的な統制を強めかつ多様化する中で、
統治のあり方の変容が憲法学的な民主政論
の主題とされていく、という現象である。こ
れに対して、果たして憲法からそこまで広範
な規範内容を導くべきなのか、憲法の支配の
過剰は、まさに民主政の本性と緊張関係に立
つのではないか、という原理的な疑問がここ
には浮かび上がる（ドイツでもこの点の問題
意識が新しい議論動向の中に感じられると
ころである）。実際に、戦後日本ではドイツ
連邦共和国ほどの憲法の拡大は生じていな
いし、違憲審査制の違いのため民主政に対す
る裁判的統制も弱いものにとどまっている。
こうした与件の下で憲法の見地から民主政
を論じることは、ドイツにおけるのとは異な

るアプローチを探ることを要求することに
なるとも考えられる。これについては、本研
究ではその端緒を探る段階にとどまった（論
文③、④、⑥）が、次の研究において更なる
認識の深化を図りたいと考えている。 
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